
   

 

 

 

  

 

 

１ 奨学生の資格                          
 
  ・親権者が引き続き 1 年以上安芸市に在住していること。 
 
  ・学資の調達が困難と認められる者であること。 
 
  ・進学の意欲が旺盛な者であること。 
 

・奨学金の返還が可能と認められること。 
 

 

２ 選考基準                            

  独立行政法人日本学生支援機構の定める収入基準等を参考に学資の

調達が困難であるか判断するとともに、申請者の学業成績等も参考に

して選考します。 

  また、上記に加え、連帯保証人の所得状況や納税状況等も選考の参考

とします。 

 

３ 奨学金の貸与額 ※(1)～(3)はすべて無利子で貸与します。                               

 

 

 

 

 

４ 貸与期間                                                                         

入学（在学）する学校における正規の修学期間 

 

５ 返還期間・方法                                
   

卒業満 1 年後から 4 年以内（貸与期間が 3 年を超える場合は、8 年

以内）。返還方法は月賦、半年賦又は年賦のいずれかを選択できます。 
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安芸市では教育の機会均等を図るため、経済的理由等により短期大

学、大学、専修学校、各種学校に進学、修学が困難な方に対して奨学

金を貸与します。 

令和８年度より貸与を希望される方は、下記の要領により申請して

ください。 

令和８年度安芸市奨学生募集要項 

（１）高等学校在学(入学予定)者 
  
（２）高等専門学校・専修学校在学(入学予定)者 
  
（３）大学・大学院・短大在学(入学予定)者  

月額 10,000 円以内 
  
月額 15,000 円以内 
  
月額 30,000 円以内 



６ 申請に必要な書類                                    

（１）成績証明書（在学学校長又は出身学校長の証明書） 
 
（２）奨学金借受申請書（様式第１号） 

 
（３）奨学金借受に関する身上調書（様式第２号） 

           

 

 
 
 
 
 
 
（４）連帯保証人の所得証明書 

 
 

 
 
（５）連帯保証人の納税証明書 

 

 

 

７ 申請期間                            

令和８年 3 月２日(月)から 3 月 31 日(火)午後 5 時まで 
   

※提出書類は 3 月 31 日(火)午後 5 時までに提出先に必着すること 

 

８ 書類の提出先・問い合わせ先                               

安芸市教育委員会 学校教育課（安芸市役所 3 階）  

  電話 0887-35-1021 

 

９ 奨学生の決定                                  
 

安芸市教育委員会において選考し、結果を本人に通知します。 
  
（１）人員予定  高等学校……………………若干名 

          高等専門学校・専修学校…若干名 

          大学・大学院・短大………若干名 
  
（２）決定通知  令和８年４月下旬 

 

 

※別世帯の方と同居している場合は、税務課窓口で証明を受ける際に

『奨学金借り受けに関する身上調査のための収入状況等の開示及び

証明に係る申出書』の添付が必要です。 

※安芸市役所税務課で発行しています（1 部につき手数料が 400 円必

要です）。※ご本人以外の方が請求する場合には、委任状が必要です。 

※安芸市役所税務課で発行しています（1 部につき手数料が 400 円必

要です）。※ご本人以外の方が請求する場合には、委任状が必要です。 

※安芸市役所税務課で証明手続きを受けていないものは無効です。 

 証明手続きには手数料が 400 円必要です。 
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１ 奨学資金借受申請書 

申請書に記載する2名の連帯保証人は、安芸市内に居住する者であって、

本人と親権者、他の連帯保証人と独立の生計を営んでいる方となります。 

２ 奨学資金借受に関する身上調書 

●家庭の状況欄の同居家族については、本人との続柄・氏名・年齢・職業を

記入し、安芸市役所税務課窓口で身上調書の証明手続きをお受けください

(証明がないものは無効です)。※証明手続きは手数料 400 円が必要です。 

同居している方が別世帯であっても記入が必要ですので、別世帯の方が

同居されている場合は、身上調書に『奨学金借り受けに関する身上調査の

ための収入状況等の開示及び証明に係る申出書』を添付して安芸市役所税

務課窓口で証明手続きをお受けください。 

●年度途中の転入等で、令和７年 1 月 1 日時点で安芸市にお住まいでなか

った方は、安芸市で収入・所得の証明を受けることができませんので、令

和７年 1 月 1 日時点にお住まいであった市町村が発行する『所得証明書』

を併せてご提出ください。 

●他市町村に不動産をお持ちの場合は、不動産がある市町村が発行する『土

地家屋名寄帳』を併せてご提出ください。 

３ 成績証明書 

出身学校長（新入学の場合）又は、在学する学校長の印があり、未開封の

ものを提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請に関する注意事項 
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※奨学資金貸付が決定された方は、改めて次の書類の提出が必要となります。      

・誓約書      

・保護者の印鑑証明書（1 通 400 円） 

・連帯保証人の印鑑証明書（1 通 400 円） 

・返還計画書 

・奨学資金の請求書（銀行口座に振り込みます） 

・入学した学校の在学証明書 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奨学金借受申請書 

借 受 金 額 （月額） ３０,０００ 
円 

借 受 期 間 令和 8 年 ４ 月 から  令和 12 年 ３ 月 まで 

入学(在学)学校名 高知大学 入学予定  (在学  年) 

( 教 育 学部・学科)（大学等で専攻がある場合） 

卒 業 予 定 令和 12 年 ３ 月  

 

上記のとおり、安芸市奨学資金貸与条例により奨学資金の借受を申請します。 

  令和 ８ 年 ３ 月 10 日  

 
本人  住 所 

安芸市矢ノ丸１丁目●番●号 

つつじハイム 201 号室 

 
氏 名  

印 

  親権者(後見人) 

住 所 

安芸市矢ノ丸１丁目●番●号 

つつじハイム 201 号室 

 

氏 名   
印 

 連帯保証人 

住 所 安芸市川北甲●番地 

 

氏 名 川北 太郎 
印 

 連帯保証人 

住 所   

 

氏 名 井ノ口 花子 
 

安 芸 市 長  様 

 
 

 

井
ノ
口 

安芸市井ノ口乙●番地 

印 

安芸 弥次郎 

安芸 弥太郎 

『奨学金借受申請書』記入例 

本人、親権者、連帯保証人 2 名の合計 4 名全員の署名・捺印が完了した

日付をご記入ください。 

借受金額は、1 ページの「２奨学金の貸与額」に記載されている、学校の

種類ごとの月々の貸与額の範囲内で希望される借受額に、貸与を受けたい金

額(月額)をご記入ください。 

ただし、正規の就学期間を超える月数の借り受けはできません 
 

（例）4 年制大学に在学している現在 2 回生の方の場合 

3 回生分 12 ヵ月と 4 回生分 12 ヵ月を合計した 24 ヵ月分を借り受け

ることができますので、借受金額は最大 720,000 円となります。 
 
30,000 円(月額貸与上限額)×24 ヵ月＝720,000 円 

連帯保証人になれる方は、次の(1)～(3)の条件をすべて満たす方のみとな

ります。 

(1)安芸市在住の方 

(2)本人と別生計の方 

(3)他の連帯保証人と別生計の方 

 

※印鑑は認印で結構です。 

本人と親権者が自署してください。印鑑は同じものでも結構です。 
 
※印鑑は認印で結構です。 

４ ５ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枠の箇所にご記入ください(本籍地は記入不要です)。 

  
記入後は、安芸市役所税務課窓口で身上調書の証明手続きをお受けくだ

さい(証明がないものは無効です)。 

※証明手続きは手数料 400 円が必要です。 
 
●年度途中の転入等で、令和７年１月１日に安芸市にお住まいでなかった

方は、安芸市で収入・所得の証明を受けることができませんので、令和７

年１月１日にお住まいであった市町村が発行する『所得証明書』を併せて

ご提出ください。 
 
●他市町村に不動産をお持ちの場合は、不動産がある市町村が発行する

『土地家屋名寄帳』を併せてご提出ください。 
 

奨 学 金 借 受 に 関 す る 身 上 調 書 

本   籍  

 現 住 所  

本 人 氏 名 安芸 弥太郎 生年月日 

 

平成 19 年 4 月 2 日 

進学 (在学 )校名 高知大学 入学予定 (在学  年)  

家庭の状況 

 

同 

居 

家 

族 

本人と 

の続柄 
氏  名 満年齢 

職  業 

(事業所名) 
令和７年中(給与収入) 

給与所得) 

給与以外 

の所得 
備 考 

父 安芸 弥次郎 46 自営業(農業) 
(  円)    
  円)  円 

母 安芸 つつじ 44 
つつじスーパー 
(パート) 

(  円)    
  円)  円 

弟 安芸 小弥太 16 安芸高校 
(  円)    
  円)  円 

祖父 安芸 太郎 72 無職 
(  円)   

別世帯 
  円)  円 

祖母 安芸 花子 68 無職 
(  円)   

別世帯 
  円)  円 

    
(  円)   

 
  円)  円 

    
(  円)   

 
  円)  円 

資 

産 

田 畑  ㎡ 固定資産総評価額 固定資産税額 

山 林  ㎡ 
 円  円 

家 屋  (棟) 

宅 地  ㎡ 
住宅の形態 持家  借家  借間 

その他  ㎡ 

上記について証明願います。 

 令和 ８ 年 ３ 月 ５ 日  

 
住 所 安芸市矢ノ丸１丁目●番●号 

 

氏 名 安芸 弥太郎       印 
 

上記のとおり相違ないことを証明する 

 令和  年  月  日  

 安 芸 市 長  

 

 

安芸市矢ノ丸●番●号 

つつじハイム 201 号室 

世帯が別であっても、同居されている方は全員ご記入ください。 

別世帯の方が同居されている場合は、『奨学金借り受けに関する身上調

査のための収入状況等の開示及び証明に係る申出書』を添付して税務課窓

口で証明手続きをお受けください。 
 

●同居の方についても、令和７年１月１日に安芸市にお住まいでなかった

方がいる場合は、令和７年１月１日にお住まいであった市町村が発行する

『所得証明書』を併せてご提出ください。 
 
●同居の方についても、他市町村に不動産をお持ちの場合は、不動産があ

る市町村が発行する『土地家屋名寄帳』を併せてご提出ください。 

奨学資金を借り受ける本人の現住所と氏名をご記入ください。 
 
●本人が自署してください。 
 
●日付は税務課窓口で証明を受ける日（窓口に行く日）をご記入ください。 

『奨学金借受に関する身上調書』記入例 

６ ７ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

令和 ８年 ３ 月 10 日 

 

安芸市税務課長様 

安芸市矢ノ丸●番●号 

住 所 つつじハイム 201 号室    

氏 名 安芸 太郎     印   

 

奨学金借り受けに関する身上調査のための 

収入状況等の開示及び証明に係る申出書 

 

下記の者より、下記の奨学金借受申請者の奨学金借り受け

に関する身上調査のために、私を含めた私の世帯員全員につ

いて収入及び所得、資産等の照会等があった場合は、安芸市奨

学資金貸与条例第 2条及び第 5条に基づく事務手続を処理す

るために限り、開示及び証明書等の発行をお願いします。 

 

記 

奨学金 

奨学金借受申請者 

安芸市矢ノ丸●番●号 

住 所 つつじハイム 201 号室      
 

氏 名 安芸 弥太郎                 

 

    開示等請求者 

安芸市矢ノ丸●番●号 

住 所 つつじハイム 201 号室      
 

氏 名 安芸 つつじ             

 

 

同居している別世帯の 

世帯主が自署してください。 

日付は申出書に必要事項の 

記入がすべて終わった日を 

ご記入ください。 

『奨学金借り受けに関する身上調査のための収入状況

等の開示及び証明に係る申出書』記入例 

●別世帯の方と同居している方のみ、安芸市役所税務課で証明手

続きを受ける際に『奨学金借受に関する身上調書』に添付してく

ださい。 

本人(申請者)の住所・氏名 

をご記入下さい。 

※代筆可 

税務課窓口に来る方の住所・氏名をご記入下さい。 

※代筆可 

※本人(申請者)と同一世帯の方をご記入ください。 
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